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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年９月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１１月２５日 １７時５０分ごろ 

発生場所 佐賀県玄海
げんかい

町値賀
ち か

埼北西方沖 

 値賀埼灯台から真方位３１９°１.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３２.３′ 東経１２９°４８.４′） 

事故の概要  貨物船信洋
しんよう

丸は、北東進中、また、漁船春吉
はるよし

丸は、南進中、両船が

衝突した。 

 信洋丸は、左舷船首部外板等の擦過傷を生じ、また、春吉丸は、右

舷船首部舷縁上部の破損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 信洋丸、１９９トン 

   １３４７１９、信洋海運株式会社 

   ５６.２２ｍ×９.３０ｍ×５.５７ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年６月 

Ｂ 漁船 春吉丸、４.７トン 

   ＳＡ３－２４８８７（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.２０ｍ（Lr）×２.３７ｍ×０.８７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８ｋＷ（動力漁船登録票による）、昭和５

８年３月５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５５年１２月２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年１０月１７日 

    免状有効期間満了日 平成３１年１０月１６日 

航海士Ａ 男性 ６８歳 

   六級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成１７年６月２４日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２６年１０月１７日 

    免状有効期間満了日 平成３１年１０月１６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５５歳 
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   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和６０年４月１８日 

    免許証交付日 平成２７年１１月１６日 

（平成３３年９月１９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 球状船首部及び左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部舷縁上部に破損、右舷船首部甲板に亀裂、船首マスト

及びオーニング支柱が倒壊、前部甲板右舷側の漁ろう用ローラに

曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期、潮流 北東流 

日没時刻：１７時１４分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、塩約６００ｔを

積載し、平成２９年１１月２５日１４時１０分ごろ兵庫県相生
あいおい

市相生

港に向けて長崎県西海
さいかい

市崎戸
さ き と

港を出港した。 

 Ａ船は、１７時２０分ごろ船長Ａから船橋当直を交替した航海士Ａ

が単独で操船に当たり、法定灯火を表示して長崎県松浦市鷹
たか

島北方沖

を約０５２°（真方位、以下同じ）の針路及び約１１ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ）で、自動操舵により航行した。 

 航海士Ａは、佐賀県唐津
か ら つ

市向
むく

島北方沖において、レーダー画面で左

舷船首方４Ｍ付近にＢ船を認め、その動静を監視していたところ、Ｂ

船が、右方に横切る状態で接近していたが、Ａ船が海上衝突予防法に

規定する保持船なのでＡ船をいずれ避けてくれるものと思い、針路及

び速力を保持して航行を続けた。 

航海士Ａは、１７時４８分ごろＢ船がＡ船の進路を避ける気配がな

くＡ船の前路に迫って来たので、危険を感じて、Ａ船の存在を示す目

的で荷役用及び着岸用の作業灯をそれぞれ点灯した。 

Ａ船は、依然Ｂ船にＡ船の進路を避ける気配がないので、航海士Ａ

が、汽笛で短音を１０回ほど吹鳴して左舵一杯を取り、機関を後進に

かけたものの、１７時５０分ごろＡ船の船首部とＢ船の右舷船首部と

が衝突した。 

 船長Ａは、食堂で汽笛を聞いて昇橋したところ、Ａ船がＢ船と衝突

していたので、続いて昇橋してきた機関長に１１８番通報を指示した

後、前部甲板に赴き、Ｂ船の負傷者の有無及び損傷状況を確認し、Ａ

船の左舷船首部にＢ船の右舷船首部を係留索で係留させた。 

 Ａ船は、海上保安庁の指示により唐津市唐津港に入港した後、２６

日相生港に向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗

り組み、唐津市松島北西方の操業海域におけるごち
．．

網漁を終え、２５

日１７時２０分ごろ同市駄竹
だ ぢ く

漁港に向けて出発した。 
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Ｂ船は、船長Ｂが天窓から顔を出し、松島西方沖を約９.２kn の速

力で手動操舵により南進した。（写真１参照） 

                  

 

 

 

 

 

 

写真１ 天窓からの見張りの状況 

船長Ｂは、松島南西方沖に至った頃、左舷船首方の値賀埼北西方沖

に航海灯及び黄色回転灯を点灯した漁船を、右舷船首方の向島北西方

沖に白灯２個及び紅灯１個を表示して北東進する船舶を視認した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、唐津市波戸
は ど の

岬西北西方沖で約１９０°に変針し

て航行中、松島南西方沖に至った頃に値賀埼北西方沖にいた漁船が航

行を開始して同航しているように見えたので、同漁船に注意を向けて

いたところ、突然汽笛が聞こえ、船首至近に壁のようなものが見えた

ので甲板員Ｂにつかまれと声を掛け、左舵を取って機関を後進にかけ

たものの、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、甲板員Ｂの負傷の有無を確認してＡ船に係留し、Ｂ船の

損傷状況を確認したのち１１８番通報を行い、自身が所属する漁業協

同組合、僚船及び自宅に本事故の発生を連絡した。 

Ｂ船は、来援した僚船に伴走されて駄竹漁港に帰った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、漁船は機関音が大きく、汽笛を吹鳴しても聞こえない

ことがあるので、夜間、Ａ船の存在を示すには作業灯を点灯する方が

効果的であると思い、汽笛を吹鳴する前に作業灯を点灯した。 

甲板員Ｂは、操舵室出入口後部で船尾方を向いて腰を掛け、スマー

トフォンの画面を見ていたところ、白い光が見えたので顔を上げると

同時に衝撃を受け、後部甲板に転倒した。 

船長Ｂは、本事故後、松島南西方沖に至った頃に右舷船首方に視認

していた船舶が北東進しているのが見えたので、Ａ船が当該船舶に先

航していたと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、値賀埼北西方沖を北東進中、航海士Ａが、Ｂ船がＡ船を避

けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けたことか

ら、衝突を避けるための動作が遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられ

船長Ｂ 
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る。 

航海士Ａは、左舷船首方に、右方に横切る状態で接近するＢ船を視

認し、その後もＡ船の進路を避ける気配がなく接近することを認めた

際、夜間にＡ船の存在を示すには、漁船は機関音が大きくて汽笛が聞

こえないので作業灯を点灯する方が効果的であると考えていたことか

ら、Ｂ船が至近に迫るまで警告信号を行わなかったものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、値賀埼北西方沖を南進中、船長Ｂが、値賀埼北西方沖に認

めた漁船に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったことから、

接近するＡ船に気付かずに航行を続け、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

 船長Ｂは、Ｂ船が変針後、値賀埼北西方沖に認めた漁船が航行を開

始して同航しているように見えたことから、同漁船に注意を向けてい

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、値賀埼北西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船

が南進中、航海士Ａが、針路及び速力を保持して航行を続け、また、

船長Ｂが、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したも

のと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・相手船の行動に疑問がある場合は、早期に警告信号を行うととも

に、衝突を避けるための協力動作をとること。 

・周囲にいる他の船舶との衝突を避けられるよう、常時適切な見張

りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

佐賀県 長崎県 

値賀埼灯台 

漁場 

玄海町 

崎戸港 

西海市 
鷹島 

松浦市 

向島 

松島 

唐津市 

駄竹漁港 

波戸岬 

Ａ船 

Ｂ船 

事故発生場所 

（平成２９年１１月２５日 

 １７時５０分ごろ発生） 

唐津市 


